
 

＋

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 といってもなかなかできないわけですから、国

に機会があれば要望していくということも必要

ですし、そういうことを期待していきたいと思

います。 

○内谷重治市長 現段階ではまだ白紙の状況では

ございますが、国の方の21年度の第１次の補正

等々期待するところでありますが、やはりそう

いった新たな協議会の意見などもいただきなが

ら判断していかなければならないと思っており

ますが、委員おっしゃるように大変厳しい状況

であることは、21年度特に正念場だとこちらの

方も思っておりますので、見きわめながら検討

してまいりたいと思います。 

 あと時間がないもんですから２番目の質問ま

で行けなくて大変総務課長に申しわけないんで

すけど、これは別に譲らせていただいて、最後

の質問、雇用の関係の最後の質問をさせていた

だきます。 

＋ ＋

 自主財源での雇用対策を考えてるかというこ

とについてであります。先ほどもふるさと雇用

再生特別基金事業なり緊急雇用対策事業のとこ

ろでお話ありましたが、基本的にいうと、なか

なか全体的な失業者のこういう実態とかからす

るとそれで十分ということにはなっていないの

ではないかと思うんです。そこで、施政方針で

も（仮称）長井市経済雇用対策本部と、これを

立ち上げて恒常的な支援をするということで、

具体的には商工会議所とかＪＡと対策協議会を

設置していろいろ意見を聞いて何が有効かを聞

きながらどういう対策を打つか決めていきたい

と、こういうふうに市長から考えを示されまし

た。そういう意味からいうと、この２つの事業

はもう３年間で決まってますので、例えば新た

にそういう対策協議会でこういうのが必要だと、

こういうのをやってみようというふうになった

ときに、これは当然自主財源で事業をしていか

なきゃいけないわけなんです。私はやっぱり21

年度というのはここの雇用のところをきちっと

して、今後のためにも経済的にどうするかと、

経済をどうしていくかということが非常に重要

な時期だと思うんで、そういう意味でいいます

と、交付金事業も期待できます。経済、新たな

やつで出てくる、そういうのもありますけれど

も、やっぱり自主財源での事業ということもや

っぱりある程度考えていく必要があるんではな

いかというふうに思いますけれども、その辺に

ついて市長の考えをお伺いしたいと思います。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 私の時間の配分が悪く

て結局２番目の行革委員会のところに行けませ

んでしたけれども、これは別の機会にまた質問

させていただきたいというふうに思います。い

ずれにしましても、重要な雇用対策の関係でい

いますと、時期的に非常に重要だというふうに

思ってますので、全力挙げて取り組んでいただ

きたいということを申し上げて質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 
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○町田義昭委員長 次に、順位５番、議席番号10

番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

 私は、長井市の行財政運営が将来の市民生活

の向上に結びついていくことを願いながら総括

質疑を行います。２点について順次質問申し上

げますので、明快な答弁をいただきますように

お願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、保育計画（素案）についてで

あります。３月10日の蒲生吉夫議員の一般質問

あるいは一昨日の蒲生光男委員の質問と重複を

する部分もありますが、できるけダブらないよ

うにお伺いをいたします。 

―２８６― 

＋



 

 全31ページにわたる、この保育計画（素案）

がようやく示されました。ただ、私、率直に感

じるんですけれども、保育の計画あるいは考え

方というのは、これまでもそうでしたが、年度

末ぎりぎりになって出されるというのがずっと

続いています。向こうこの10年間の計画ですか

らじっくりと検討あるいは研究がなされる必要

があると感じますけれども、この時期に示され

ると、正直何となく慌ただしさであるとか、あ

るいは余裕のなさ、ばたばたとした性急な感じ

がして仕方がないということで、そういう意味

では残念な感じを受けているところです。この

内容を見てみますと、大変なご努力を重ねられ

て策定をしたのだなということは感じます。そ

れだけに、この提案する時期については私は配

慮が欲しかったなと感じています。この間、実

は会派の中でもなかなか検討を加えるというこ

とにはなりませんでしたし、全体にわたって質

疑をするということにはなりませんが、今後市

が行う保育という部分に関して私が感じたこと

を中心に整理をさせていただく意味で今回はお

聞きをさせていただきたいと思います。 

 第１点目は、素案をどのような経過を経てい

つ成案をするのかについてまずお伺いをしたい

と思います。私、今回のやつは素案ということ

になっていますけれども、新聞報道では、行財

政改革推進委員会に内容が示されたという記事

を読んだときに、「あ、決まったんだな」とい

うふうに実は感じておりました。また、市民の

代表で構成する推進委員会だからということに

なるのかなというふうに正直感じたわけですけ

れども、ところがこの２月10日に開催をされた

長井市の行財政改革推進委員会の会議録を見て

みますと、どうもちょっと勝手が違うなという

ふうに感じたわけです。どういうことかという

と、市長が随所で「これはあくまでも案であり

決定ではないと私は思っております」と、こう

言われています。一昨日の質疑でも、「私は素

案ということで計画が完成されたものとは思っ

ていない」という答弁をしておられるわけです。

じゃあこれはどういう位置づけになるのかいう

とちょっと私わからないものですから、ここに

ついてお聞かせをいただきたいと思います。こ

の中にも今後どういうふうなことで成案にして

いくなんていうのは書いてない、触れてないわ

けで、市長にお伺いするわけですけれども、市

長がこの答弁をされている内容というのはどう

いうことを言っておられるのかまずお聞かせを

いただきたいなと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 まず最初、行革推進委員会の中でお話しした

内容については、指定管理者制度を導入すると

いうことやら、あるいは児童センターの統廃合

といったことも内容が含まれておりまして、こ

れらについては実は福祉事務所内部ではいろい

ろ検討していろんなアンケートに基づいてそう

いった素案をつくったわけでありますけれども、

まだ十分な保護者あるいは地域との意見交換を

含めた手続的なことも踏んでおりませんし、そ

んなこともあって、まず行革委員会の中ではぜ

ひ委員の皆様からもご意見をちょうだいしたい

というようなスタンスで説明させていただきま

した。過日の予算総括での答弁については、こ

れはまず福祉事務所内で十分検討したものでは

ありますけれども、次年度に子育て支援室を設

置いたしますので、その中で、ただその保育期

間だけではなくて妊娠から出産、そして保育園、

児童センター、また小中学校の義務教育課程の

段階まで総合的な子育て支援という中でこの保

育計画を再度練り直す必要があるんじゃないか

と、また先ほど申し上げましたようにいろんな

各団体、関係団体、市民の皆様、保護者の皆様

の意見を十分に反映して素案をとってまいりた

いと、そのように考えたことから申し上げた内

容でございます。 

＋

―２８７― 



 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 前段の指定管理者ある

いは伊佐沢の部分、豊田との部分の統廃合の部

分で私は言われたのかなというふうにも思いま

したが、正直申し上げますけど、一昨日の答弁

聞いていて、市長の言われるニュアンスと福祉

事務所長が答弁されたる内容というかものって、

とっても差があるなと感じたもんですから聞い

ているわけです。 

＋ ＋

 じゃあ、再度重ねてお伺いしますけれども、

これは今回提案されてるわけですね、素案。こ

れは何も議会で決めるわけではないのですが、

どういうふうに、室で検討してというふうに言

われてますけれども、それじゃあ新たに今回組

織機構の見直しの中で言われている子育て支援

室の中で１年かけて練り直していくということ

になるのですか。その決定はあくまでも子育て

支援室の中で練って、練り直して決定していく

という考え方ですか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、福祉事務所内の現在の人

員体制というものもあるんじゃないかと。私は

こういった保護者、市民が受ける、直接市民サ

ービスを受ける保護者の意見を十分に尊重し、

なおかつ、例えば小学校の統廃合もそうなんで

すが、児童センターというのも地域にとっては

非常に重要な要素でありますから、そういった

ものを含めますと、総合的に考えますと、やは

りただ単に机上でつくれる、あるいはアンケー

ト結果に基づいてつくれる、あるいは内部で例

えば児童センターから、職員から聞いたりとか、

あるいは社会福祉協議会から聞いたり意見を伺

っただけでつくれるもんじゃないというふうに

思っております。しかし、今の体制の中でまた

さらに外部との調整を進めながらつくれという

ことは人員体制からいって無理だろうというふ

うに私は判断しておりました。そんなことから、

福祉事務所の方と十分な私の意見交換、内部で

ありながら意思疎通図れてなかったという部分

はあったかもしれませんが、これはあくまでも

素案だということについては福祉事務所内とは

十分に意思疎通を図っていたつもりです。新体

制になってからそういった外部との意見交換も

できるような体制を整えて、そして成案にして

いきたいという考えで申し上げたということで

あります。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 考え方はわかりますけ

ども、じゃあ今回の素案というのは福祉事務所

案ということになるのかという、そんな感じが

するわけですけれども、そういう受けとめ方で

いいのかということと、子育て支援室の中でこ

れから外部等の意見を聞いたりという話ありま

したけれども、それは具体的に言うと１年間の

中の過程の中でどういう機関の、例えば会議で

あるとか、あるいは座談会であるとかいろいろ

あると思うんですけれども、それはどういった

ものを想定されているのかお聞かせいただきた

いと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 支援室を、これは主幹クラスを

ぜひ置かなければならないんじゃないかという

ふうに今、検討しておりますけれども、そうい

った中で福祉事務所長を始め福祉事務所の職員、

あるいは新しい体制の中でどのような会議を持

ってやるのかということは十分協議しなきゃい

けないと思ってます。あくまでも私個人の考え

方でこれしろあれしろということじゃなくて、

やはり現場の声を十分に聞き入れながら、どう

いう体制でつくっていったらいいかということ

については新年度に入ってから具体的にしたい

というふうに思っておりますが、現段階では、

特に統廃合の部分については少なくとも統廃合

の地域との意見交換できるような場はきちんと

設定していかなきゃいけない。また、指定管理

者制度については、これは社会福祉協議会とも

―２８８― 

＋



 

十分かかわってまいります。あるいは現場の方

の児童センター、または保育園的な、保育所的

な機能もある程度考えなければならないとしま

すと、今度は例えば無認可の保育所とか、そう

いったところとの意見交換なんかもしなきゃな

らないのかなと、そんなことも考えております

し、またあくまでも総合的に考えなきゃいけま

せんので、保護者がどういうふうな形で対応す

ると働きやすい、子育てと仕事を両立できるか

ということも考えなきゃいけませんし、例えば

延長保育なども受け入れてしまいますと今度は

逆に園児バスの方の体制が崩れてまいりますの

で、そこの体制もどういうふうにするのかとい

うことも考えなきゃなりませんし、そういった

ことをやはりもう少し詰めないと計画としては

残念ながら足りない部分があるだろうというこ

とで素案にしたということであります。 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 通常そういうことから、

やっぱり市長言われるように、詰めてこういう

計画というのはこうするんですよ、例えば指定

管理者入れますよとか、あるいは統廃合します

よとか、あるいは延長保育はこうします、給食

はこうしますというふうに示されるものだと私

も思います。ただ、今回はこれちょっと読んで

みますと、いろいろ触れられている割合にはお

おむね３つぐらいのポイントになってしまうの

かなというところで、その３つは異様に具体的

なんです。生々しいところはあるんですけど、

ほかのところは、そのための手段といいますか、

それはなかなか見えないというのは確かに言え

るんだと思います。それをこれからは詰めてい

くのだということを市長は考えておられるとい

うことは、そこまではわかりました。 

 ただ、21年度からスタートするというふうに

計画で言っておって、どうもぴんとこないとい

うか、これから21年度で計画してというふうな

ところについてはなかなか理解しにくい部分も

あります。そこは何とかするんでしょうから申

し上げません。ただ、２つだけ申し上げます。

１つは、議会の中でも議論させてもらいたいと

いうことで、その機会をぜひつくってもらいた

いということが１つです。ここについてはどう

でしょうか。私どもも要望しますが、ぜひこた

えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これは行政側の方の計画として

もう決定ということではなく、やはりいろんな

部分でかかわってまいります。特に子育て支援

という保育の部分の中核の一つでありますので、

そういった意味では、その過程過程でぜひ、常

任委員会だけでいいのか、あるいは全員協議会

等で時間をいただいて報告させていただくのが

いいのか、その辺はいろいろ議会の方とも相談

させていただいて、機会を見て、１回だけでな

くて、その要所要所で説明をさせていただきな

がら意見をいただくというような手続を踏んで

まいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 それはよろしくお願い

します。 

 もう一つですが、私心配してるのは、こうい

うの出てしまうと、これ市長が言われるのは

「まだ成案でない」といいながらもひとり歩き

していく可能性があるんです。そういうことは

ないのだということはぜひ明らかに、いろんな

ところで明らかにしてもらいたいというふうに

感じています。こういうのを見ると、こうなん

だと、ああなんだと、こうなってしまいがちな

んですが、そこはぜひ配慮をいただきたいと思

いますが、いかがですか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員ご指摘のとおり、こういっ

たものは一たん出ますと、どうしてもこれが決

定というふうに、誤解ではないのかもしれませ

―２８９― 



 

＋

んけども、そう思われがちでありますので、そ

うではなくて、あくまでもたたき台として皆様

からご議論いただきたいんだと、市民の皆さん

から意見をいただきたいんだということで進め

ていくようにもちろんしてまいりたいと思いま

すし、誤解のないように現場の方でも努めるよ

うに注意してまいります。 

＋ ＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ぜひそういうことで対

応をしていただきたいと思います。 

 ２点目についてですが、この保育計画の素案

う読んでいくと、先ほども言いましたけども、

指定管理者制度を導入すれば延長保育などがで

きるようになるみたいな書き方になっています。

これはちょっと私は、うん、そうなのかなとい

うところで疑問ですので、何点か伺いたいと思

います。申し上げたように、私は今回のこの計

画の大きなポイントというのは、１つは児童セ

ンターの運営を指定管理者にする、２つは伊佐

沢児童センターを統廃合する、３つははなぞの

保育園と清水保育園を統合して新たな園舎にす

るというのの私は３つだと思っています。 

 ただ、今回は指定管理者制度のところでお聞

きをしますけれども、計画でこういうふうに言

ってるんですね。「児童センター事業を継続す

ることとし、認可保育所に準じた運営形態を実

施していきます」として、「豊田児童センター

と致芳児童センターについては順次指定管理者

制度を導入し、２歳児保育や延長保育、給食の

実施により子育て支援の充実を図るとともに行

政の効率化を進めていきます」としているんで

す。これはちょっと私わからないのです。今の

ままではその延長保育だとか２歳児保育である

とか給食というのはできないけれど、指定管理

者制度を導入することによって申し上げたよう

なさまざまな住民の要望にこたえることができ

るというふうに感じてしまうわけですけれども、

これはどういうことになるんでしょうかね。こ

こは福祉事務所長でしょうか。考え方をお聞か

せいただきたいと思います。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 お答えいたします。 

 指定管理者制度を導入することによって、ま

ず少ない財源で効率よいサービスの実行を目指

すことができると思っております。また、指定

管理者導入によりまして、今までかかっておっ

た財源を、削減された経費を生かしながら利用

者のサービス向上を図ることも可能となるとい

うふうな観点からこのような文章の記載をさせ

ていただいたところです。19年度のアンケート

調査を実施いたしましたところ、延長保育につ

いてはかなり要望がございましたので、そのよ

うな経費を抽出して、よりよいサービスの向上

に努めていくことも大事だなというふうな観点

からさせていただいたところでした。以上です。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 不思議ですね。福祉事

務所長、率直でとてもいいんですけど、削減す

るって、指定管理者制度を導入して削減するっ

て、何を削減するんですか。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 済みません。今、児童

センターの運営に関しましては大半が人件費で

ございます。ですので、その人件費につきまし

て指定管理者制度導入によって削減されるとい

いますか、そちらをサービスの方に充てていき

たいというふうなことで申し上げたつもりでご

ざいます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 本当に率直なんですけ

ど、指定管理者制度ってそういうことばかりで

ないんですよ。確かに行政コスト下げるという、

もちろんそのこともありますけれど、本来の意

味でのこの指定管理者制度を保育に導入すると

いうのは、私はちょっと無理があるのでないか

と率直に逆に私は感じてるんです。そうあから
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さまにこの目標を言われると何て聞いていいか

わからなくなるところもあるんですけれども、

逆に福祉事務所長、指定管理者制度というのが

児童センターの管理運営という部分でその手法

を導入することはなじむとお考えですか。前か

ら言ってますけれど、指定管理者制度というの

はやってもらう方だけの意図ではいかないわけ

で、受け手の自主性というか、受け手だってそ

れなりに、もちろん利益もそうですし、それな

りのものがなればうまくいく制度でないと思う

んです、私は。だけど、そうではないんですよ

ね、今回のやつは。これでやって指定管理者で

受けてもらって、そこで給食もやって、延長保

育も何もかにもと、こうなっていくとするなら

ば、私は受け手はかなり大変だと、こう感じる

んですけれども、そこは本当にどういうふうに

整理されたんですか。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 指定管理者制度導入に

関しましては、本来市で行うべき業務を民設民

営の委託でなくて指定管理者制度というふうな

もので行うということでとらえています、まず

第１点は。受け手の方も株式会社だったりとか

財団法人だったりとかＮＰＯ法人、さまざまな

法人等にお任せできるというふうなことでござ

いますし、今、民間に保育事業をお願いしてい

るという全国的な流れでもございますし、現に

今、市内の幼稚園等も私立で民間で経営してお

りますし、保育士という資格を持って携わる者

については公の者でも民間の者でも大差がない

というふうなことを認識しておりますので、業

務自体は指定管理者制度にそぐわないといえば

そぐわないかもしれませんけれども、可能な分

野でもあるというふうには認識しております。 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 行財政改革推進委員会

の議事録見ると、ある委員が、「この指定管理

者制度というものは、これは管理者だけを導入

するのか。あるいは管理者という人を導入する

のか。そこにかかわる保育士の人も願わくば入

れたいのか」などというかなり中身がなかなか

認識深まっていないなという議論のくだりがあ

るんです。何か今の答弁聞いてますと、そのこ

とをどうも思い出してしまうわけですけれども、

ちょっと私、率直に言って、これ無理あるんだ

と思うんですね。これどういうふうに想定され

てるんですか。例えばこの間、はなぞの保育園

と清水保育園は社会福祉協議会に移管をしまし

たね、保育所は。そして今回は児童センターの

運営の部分を社会福祉協議会に指定管理者にな

ってもらって、それでやるというわけです。こ

れ整理つきます。社会福祉協議会が受けること

も私は問題あると思うけれども、しかしこの間

の保育園の部分は移管をして児童センターの部

分は指定管理者制度だよというふうになって無

理入りませんか。どういうふうに整理されたん

でしょうかね。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 なぜ委託でなくて指定

管理者制度にするのかというふうなことだと思

いますが、児童センターの場合は国からの運営

費補助がありません。それに相当する額が地方

交付税に措置されております。この地方交付税

というのが市の児童センターに対するもので民

間の児童センターには交付されません。このた

め、市の児童センターを運営していくためには

委託ではなくて指定管理者制度というふうなも

のを導入する方向で検討したところでございま

す。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 この指定管理者制度を

導入するに当たっては、いろいろな意味で整理

をしなきゃいけないと私は思います、本当にす

るんであれば。保育園の部分を移管をしてきた

ことと児童センターの部分を指定管理者制度に

することに矛盾がないのか、受ける方は同じと
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ころだよね。同じところで受けるわけです。そ

こは、じゃあやりやすいのかということなども

もっと私は検討ちゃんとしなきゃいけない問題

でないかなと、こう思いますが、市長、これは

どういう見解ですか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

＋ ＋

○内谷重治市長 指定管理者制度の導入につきま

しては、これも自立計画の一環の中で指定管理

者制度というのは出てきたわけでありますが、

例えば同じ保育、児童センターと同じような内

容の施設は民間にはないと思っております。い

わゆる保育に欠ける欠けないということがあり

まして、確かにありません。しかし、同じ保育

士さんを雇用して保育を行ってるのは行政も民

間も一緒であります。そういった意味でいえば。

過日も一般質問の中で「いわゆる行政のコア業

務は何だ」ということがございましたけども、

少なくとも市と同じことをやってる民間の団体

はもちろんないわけでありまして、ですから保

育士さんについては従来、平成四、五年あたり

からでしょうか、一切その間、採用しないでず

っと来たわけであります。また、今回の自立計

画等々も含めますと、やはりここである程度結

論は出さなきゃいけないんじゃないかなと思っ

ております。ただ、指定管理者制度がどういう

ふうに導入すべきかということについても恐ら

く児童センターの利用者の保護者も指定管理者

制度については理解してないと思います。行革

委員会の委員でさえ、かわられた委員というこ

ともあったんですが、なかなかわかりにくい内

容でありますので、そういったことも誤解のな

いようにきちっと整理しながらしていかなきゃ

いけないと思っておりますが、委員から質問あ

りました、例えば延長保育等も、じゃあ指定管

理者だったらできるのかということについても、

これはきちっと、今でもできないわけじゃない

んだと思いますね。労働条件、少し変わる部分

もございますけども、しかしそういったことも

含めて、保護者が求めているサービスというの

は実は保育園の機能であったり児童センターの

機能であったり両方をやっぱり望んでおられる

というふうに思います。しかし、今の制度的な

ものからいって、やっぱり保育に欠ける欠けな

いというところは地域性なんかもあって簡単に

整理できないというふうに思っておりますので、

ちょっと明快な答弁でなくて恐縮でありますが、

そんなことから、指定管理者制度という方針は

出しておりますが、やっぱり相手もありますし、

私も社会福祉協議会でやることが望ましいとは

思っておりますが、これは公募するのが原則で

ありますので、そういった根本的なことも含め

てやはりもう一度新しい体制の中で整理して詰

めていかなきゃならないというふうに思ってお

ります。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 私は、率直に申し上げ

て、児童センターの事業の運営形態としては指

定管理者制度というのはなじまないだろうなと

いうふうに思っています。そこは今後検討いた

だくということですから、今回はこれぐらいに

しておきたいと思います。 

 ３つ目の質問に入りますけれど、私は住民の

皆さん、あるいは保護者の皆さんがいろいろ要

望されていること、それを実現させることとい

うのは、率直に申し上げて、児童厚生施設では

難しいと思っているんです。なぜなのかといえ

ば、これは言うまでもなく、やっぱり保育所と

いうふうなところ、保育所化することによって

その必置義務である給食であったり、あるいは

いろんな２歳児保育なども含めて対応できる体

制をとっていく必要があるんだと私は感じてい

るんです。そこは、しかし冒頭この問題、

（２）で申し上げたところですね。冒頭で申し

上げたように、ただこれは市としては継続して

いくというふうに言ってるんです。そこに矛盾

はないかというふうに私は感じるんです。私、
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前に西根でやっておった保育所と児童館の併設

の話をしました。このこともぜひ検討してほし

いなということを申し上げてきましたけれども、

そういうことも検討されて、だけどやっぱりこ

うだというふうになったのでしょうか。その辺

については、これ福祉事務所長でしょうか、お

聞かせいただきたいと思います。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 保育所と児童センター

の併設について考えたのかというふうなことで

すけども、そちらについては切り離して考えさ

せていただいたということでございます。委員

もご存じのとおり、認可保育所というのは、先

ほど市長も申し上げましたけども、両親が共働

きで保育に欠ける子供が入園できる施設という

ふうな決まりがございます。そういうふうな形

で、それ以外のおじいちゃんがいらっしゃった

りおばあちゃんがいらっしゃったりお母さんが

自宅にいて専業主婦だったりという場合につき

ましては入園できる施設というのが限られてく

るというふうなこともありまして、あと３歳か

ら５歳児のお子さんにつきましては約100％が

何らかの保育施設に入っている状況でございま

す。そのような中で考えますと、児童センター

がなくなるとそちらのお子さん方が入るところ

が幼稚園、あと認可外保育所しか選択肢がない

というふうなこともありまして、児童センター

の方をこのままで継続していった方が、周辺部

は特に小学校との関係もございますので、そう

いうふうに考えさせていただいたところでした。 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 福祉事務所長が言われ

ることもわかります。わかるから併設方式を言

ってるんです。じゃあ、児童センターに入所し

ている幼児の中で本当に保育に欠ける子はいな

いのかといったら、いるんですよ、やっぱり。

何で児童センターに入ってるかといったら、そ

れは小学校に入学する前の段階で同じ地域の子

供たちと一緒に集団的に生活をしていくことが

本当にいいんだろうということでほとんど入っ

てるんですね。実態からいうと、例えば３歳ま

で、あるいは３歳、４歳の子までは保育園とか

幼稚園とか、もちろんはなぞの保育園もそうで

すけれども、そこに入れるんです。だけど、本

当に就学直前になる１年間あるいは２年間とい

うのは、そういう保育園から今度は児童センタ

ーというところに移動してというか、転籍をし

て、そして同じ年代の子供たちと生活をする、

そういう訓練を受けるというのが、これ大半の、

全部が全部とは言いませんけれど、そういうこ

とになっているんです。そういうことをどうや

って受け入れるかというところについては申し

上げたような併設方式をとっていく以外ないの

かなと、私はこう思ってるんですけれども、そ

こはぜひ、これからも私は検討課題にしてもら

いたいなと思うんです。 

 一昨日、蒲生光男委員からもありましたけど

も、多様な保育といいますか、そういう形態が

あっていいんだと私も思います。同時に、例え

ば都会は今、連日、新聞報道で出ていますよう

に認可保育所足りなくて待機が４万人を超えた

なんていう状態ありますね。だけど、ここそん

な状態ではない。むしろ福祉事務所長が言われ

ているように保育に欠ける子供もそうでない子

供も混在をしているわけです。そういう地域性

に合った保育のあり方というものをやっぱり積

極的に私は考えていく、導入していくという方

が正しいのでしょうか、そういうことこそ今大

切なんだと思うんです。そういう意味で、福祉

事務所長ではなくて市長にお伺いしますが、ぜ

ひ私はこういう長井の実情に合った形態という

のもあっていいし、むしろ積極的に目指してい

く、もちろん県などとも相談しなければいけま

せんけれど、そういうことが今必要だと思いま

すが、見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 私も多様な保育があってしかる

べきだと思っておりますし、それが長井の子育

てだというふうにしなきゃならないと思ってお

ります。やはり私も若いお母さんからもいろん

な声をお聞きしますけども、その中で強いのは、

保育園が中央地区にしかないと、そうすると通

勤の際にわざわざ中央まで戻って子供を預けて

から来なきゃいけないんだと、何とか児童セン

ターにそういう機能を持たせられないかという

ような声を何回かお聞きをしております。髙橋

委員がおっしゃるような、なかなか法的には難

しい部分はあるかもしれませんけども、やり方

次第というところもあるんじゃないかと。です

から、児童センターに保育所の機能も併設させ

るということを受け手側が協力していただけれ

ばできるんではないかなというふうに思ってお

ります。例えばそういうふうに考えますと、伊

佐沢の児童センターも何も統廃合の対象と最初

から決める必要がないというふうに思っており

ますし、ただしこれは相当やはりいろんな部分

で検討しなきゃいけませんし、果たしてそうい

ったニーズがどれだけあるのかというところの

部分も把握しないとそう簡単にはうたえないと

いう部分もありましたので、実は私、保育計画

を最初見てきたとき、出て、その素案を見たと

きに、以前にも髙橋委員の方からは併設という

ご提言いただいてましたので、それを生かすに

も、これはあくまでも素案としていろんな部分

で検討してやっぱり子育て支援室でやっていた

だくようにしたいなと考えたところであります。

したがいまして、ぜひ併設も検討するように考

えてまいりたいと思っております。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 これは早目に検討して

いただかないとちょっと大変なのかなと思って

ます。22年から致芳児童センターやるって言っ

てますからね。私は今の市長の答弁で結構です

けれども、ぜひ精力的にやっていただきたいと

思います。 

 もう１点、整理をする意味でお聞きしますが、

言われている小学校の連携の部分についてお伺

いします。保育指針にこの小学校との連携が新

たに追加をされて、「小学校生活にスムーズに

移行できるような対策が求められています」と

いうふうにして、「今後とも小学校の集団生活

に速やかに順応し学習できる基本的な生活習慣

が身につくよう連携強化していきます」と触れ

られているんです、計画では。このことは大切

なことです。ただ、このことから言うと、伊佐

沢児童センターって一体どうなるのかなと、率

直な疑問なんです。しかも豊田と一緒になると

いう構想なわけですけれども、将来的にまさか

伊佐沢小学校が豊田小学校となっていくことに

は私はならないのでないかと、こう思ってるん

ですが、そこら辺はどう整理されたんでしょう

かね。福祉事務所長、お聞かせいただきたいと

思います。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 中央地区に児童センタ

ー等があればよろしいんでしょうけれども、な

いということと、あと小学校へのスムーズな移

行に伴う連携というふうなこともありまして、

本当ならば伊佐沢児童センターも伊佐沢の小学

校と連携を図るためにも必要というふうなこと

は認識しております。しかし、子供も少なくな

って統廃合というふうなことで素案として上げ

ましたので、そのことから、児童センターの設

置しているところというと豊田か平野しかない

ものですから、住民の意向もお伺いしながら、

どちらかというふうな形で統合という形にさせ

ていただいたところです。豊田と限定したもの

ではございません。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 行財政改革推進委員会

の中でも、多分地元の委員だと思うんですが、

「何とかなくさないでくれ」というふうに切実
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に言われてるわけです、現実的には。そこも先

ほど市長の答弁ありましたが、いろんな可能性、

私はなくさないでというふうに思ってますけれ

ども、可能性探ってもらいたいなというふうに

思っているところですので、ぜひこの部分もお

願いをしておきたいと思います。 

 第４点目の市が責任を持ってという内容につ

いて、この項で最後にお聞かせいただきたいと

思います。実際はなぞの保育園と清水保育園を

社会福祉協議会に移管をしたということがあり

ました。これはこの時点で長井市には保育所設

置条例がなくなっています。今回仮に児童セン

ターの運営を指定管理者制度というふうにして

しまうというふうになりますと、私は長井市か

らは保育というふうに言う直接的な保育をする

手段、すべというのはなくなってしまうのでな

いかというふうに危惧をしています。子育て支

援室を設置をするという考え方は私、賛成なん

です。ここでトータルな意味でやっていくとい

うのはもちろんです。ただ、私心配するのは、

10年後は西根児童センターだけ残りますよね、

まだ、計画では。だけど、それ以降は残らない

よね、多分残らないと思うんです。結局それは

何のことかというと、市の職員である保育士が

いなくなるということです。そういう市の職員

である保育士がいないという中で、例えば子育

て支援、いろいろな各種相談にだれがどういう

ふうに応じていくのかというふうに考えたとき

に、ちょっと私は寂しいというよりも寒くなり

ました。いろいろな今でも問い合わせ、あるい

は相談というのはあるということは理解をして

います。しかし、市がその相談に応じる直接的

な窓口を設置をすることができなくなってしま

うおそれがあるのでないかということを私は心

配します。これは、この計画は10年間の計画で

すから、そこにはありません、申し上げた内容

は。だけど、それ以降はそういうふうになって

しまうということになるわけです。そうなると、

市が、行政が責任を持ってというふうな体制を

とることができなくなるのではないかというふ

うに考えているわけですけれども、ここは市長、

どういうふうに見解をお持ちですか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ちょっと私もうっかりしており

まして、保育所の設置条例といいますか、なく

なるということ……。 

（「児童センター設置条例はなくなりません」

の声あり） 

○内谷重治市長 そうですね。結局この児童セン

ターが将来なくなってしまうということになり

ますと、確かに保育について責任持って市で受

け入れる専門の保育士さんがいなくなるという

ことはごもっともでありますので、そこをどう

するかという点について、残念ながら具体的に

今、そこの先のところまで想定しておりません

でしたので、それらも含めてきちんとどうする

か、責任を持ってという内容、ちょっとよくわ

からなかったんですけども、保育について市で

きちんと責任を持つという部分をどこで担うの

か検討してまいりたいと思います。 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 誤解のないように申し

上げておきますけれども、児童センター設置条

例はあるんですよ、残るんですよ、これは。そ

こで指定管理者にできると、これから条例改正

多分するんでしょうから、そういうことになる

だけであって、そこは残るんです。ただ、直接

的に市の職員が、あるいは市が運営をするとい

う形態ではなくなるわけです。申し上げました

ように、10年後以降は相談受ける人がいなくな

るということをやっぱり私は今からそういう事

態が生じないように考えた対応をしていただき

たいなというふうに思っています。 

 申し上げたいこといっぱいあるんですけれど

も、今回はこの保育計画についてはこれまでと

―２９５― 



 

＋

させていただきます。いろいろ検討するという

答弁いただきましたけれども、精力的にやって

いただきたいし、ぜひ私どもにもいろいろ振っ

ていただいていいですから、私どもも考え方い

ろいろ出したいと思っておりますので、そうい

う意味ではキャッチボールしながら進めさせて

いただきたいということだけ申し上げておきた

いと思います。 

＋ ＋

 質問の第２ですが、将来のまちづくりにつな

がる雇用対策の視点、何を想定しているのかに

ついてお聞かせをいただきたいと思います。先

ほど大道寺信委員からいろいろ細かい点につい

て触れられておりましたし、考え方も大体似た

ようなところを私も視点としては持っておりま

す。今回この３月定例会に、１つはこの地域活

性化生活対策臨時交付金事業ということで平成

20年度あるいは来年度、21年度で27の事業が提

案をされました。２つは平成21年度でこのふる

さと雇用再生特別基金事業６件、緊急雇用創出

事業９件が提案をされているわけです。私はこ

の内容がわからないものもありますが、当面の

対応策として多分今回は出されたものというふ

うに理解をしているところです。少しでも雇用

対策につながればというふうに感じています、

いろいろ問題あるようですけど。 

 私は、こういった対応というのはもちろん大

事なことというふうに思っています。ただ、同

時にこの将来のまちづくりにつながっていくも

のについて、やっぱり研究をしていくというこ

とが大事な時期になっているんだなというふう

に思います。先ほど大道寺委員からもありまし

たけども、国の第２次補正などに基づく事業と

いうのは年限が区切られております。期限が来

れば、補助というか基金事業ですから、そうい

うものはなくなると、お金はなくなるというふ

うになるわけです。しかしお金なくなると、お

金の切れ目が縁の切れ目みたいになって事業そ

のものもなくなってくるというのが、残念なが

ら、この間繰り返されてきたというのが率直な

状況だと思います。補助事業を受けるときもそ

うだったというのがこの間の教訓点だったのか

なというふうに思います。残念なことというふ

うに言わざるを得ません。しかし、そればっか

りでは私は寂しいし、将来的にも継続できるも

の、しかもその継続の内容が長井市が目指して

いるまちづくりの方策、それに合致をしたもの

というふうなものをやっぱり目指していく必要

があるんでないかなというふうに思うんです。

ここは多分市長もそういうことだと思います。 

 時間ありませんかから、私、ポイントで幾つ

か考えてるのあるんです。例えばそれはどうい

うふうに雇用に結びつけられるかという道筋ま

で私は描けませんけれど、こういう点では改善

が必要ではないか、あるいは取り組む視点があ

るのではないかということで申し上げます。 

 １つは、以前に安部隆議員から提言がありま

した。一般質問でも蒲生光男議員からありまし

たけれど、ペレットストーブの可能性というも

のを探れないかということです。これについて

は１月の市報に県が補助を出すということで、

３分の１の補助を出しておりまして、ストーブ

購入者の募集をしております。これに連動して

市が対応できないかというふうに考えておりま

したら、過日の山新で、飯豊町の新年度予算の

内容が出ておりまして、そこでこの事業を中津

川地区で取り組むということで、総額幾らでし

たか忘れましたけれど、出ていました。私は長

井市は二番せんじになるのかなというふうに感

じますけれど、こういうたぐいの検討をひとつ

図れないものかなというふうに思っています。

市が単独でやるなんていうことではなくて、い

ろんなところで協議をして進められない事業か

なというふうに感じています。 

 あるいは、私、去年始まった農地・水・環境

という今取り組みありますけれど、新年度予算

でも1,670万円ほど対策費ついてますが、これ

―２９６― 

＋



 

の取り組みと長井市が目指している農産物のブ

ランド化、安心・安全の農産物づくり、どう連

動してるのかなとずっと感じてきたんです。考

えてきたんです。実態どうかというと、農地・

水・緑という看板あって、その下のあぜや河川

の周辺が赤茶けてるという実態があるわけです。

どういうことかというと、除草剤使ってるわけ

ですね。私はこういうことで本当にいいのかと

いうことだって見直して、そこに今、人手が本

当に割けないということであるとするならば、

やっぱりここだって検討していける課題の一つ

はあるのでないかというふうに思うんです。あ

るいは本当にこの安全・安心な農産物をつくる

里だとすれば、そういう視点というのは見逃し

てはならないのではないかというふうに感じま

す。 

＋

 もう一つは、私、雑穀ということを考えてい

くというのもユニークだなと感じます。長井市

は水田単作地帯、ともすればそういうことにな

ってますけれども、さきに開かれた経済再生戦

略会議シンポジウムの中でも多品目小生産とい

う問題提起もされているわけでして、こういう

のも研究課題としてはあるのではないかと。さ

まざまに考えるわけです。あるいは太陽光の関

係でいえば、平成21年度から新たに国が補助を

再開します。それにあわせて、じゃあ市がどう

連動できるのかというふうなことなども含めて、

私はちょっとじっくり研究する時期にあるんで

はないかなというふうに感じるわけですが、そ

この点について市長の、かなりざっくばらんな

話で恐縮ですが、見解をお聞きをしたいと思い

ます。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員の方から具体的ないろ

んなアイデアをいただきました。ありがとうご

ざいます。 

 バイオマスの関係でありますペレットストー

ブでございますが、飯豊町の方ではバイオマス

構想を作成いたしまして、農水省の補助を受け

てペレット製造施設を建設するという計画のよ

うでございます。本市の場合もバイオマスタウ

ン構想の充実、可能性を検討していきたいと思

っておりますが、やはりちょっと残念なのは、

林業に従事されてる方というのは実数としてほ

とんどいらっしゃらない。ですから、バイオマ

スタウンの構想を長井市で掲げたとしても、ど

ういうふうにそういう林業の就業といいますか、

それを動機づけていくかという部分がやはりも

う少しこれも含めて検討するべきものだという

ふうに思っておりますが、これはぜひ、安部議

員からも蒲生議員からもありましたので、検討

したいと思います。 

 あと、農地・水・環境向上保全対策につきま

しては、残念ながら、委員ご指摘のとおり、な

かなか農薬を使わないような環境に配慮された

状況というのは、正直なところ、担い手といい

ますか、事業を担っていただいてる方がそれで

も精いっぱい努力して保全いただいてるんで見

違えるようによくなってるはずなんです。しか

し、それをまた次の段階のステップの農薬とい

うのは、まだそこまでは残念ながら難しい状況

のようでありますが、これはブランド化と含め

て考えていかなきゃいけないと思いますし、む

しろブランド化についての担い手が現在いわゆ

る観光の栽培で行ってる方がメーンであります

けども、それをなかなか有機、無農薬というと

ころまではいきませんので、逆に新たに就農さ

れる方にそういったあり方をトライしていただ

くようなことも含めて考えていかなきゃいけな

いと思ってますし、雑穀については、これ小国

町でやっておりまして、私も雑穀はかなりこれ

から伸びる要素があるというふうに思っており

ますが、残念ながら今、農家の中にそういった

動きが全くないということでありますので、Ｐ

Ｒをしながら、新しい取り組みとしては非常に

可能性としてはあるというふうに思っておりま

―２９７― 
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 新年度予算におきましては、このあやめ公園

入園料1,525万9,000円というふうなことで上げ

られているようであります。昨年、20年度にお

きましては当初1,983万2,000円というようなこ

とで、今議会の開会翌日に668万1,000円が20年

度では減額されました。実質的には1,332万

7,000円というようなことでございますけども、

こうした20年度のこの入場人数ですか、入場者

というものを加味しながら吟味してこうした予

算を示したというようなことだと思いますけど

も、そこに行く過程について若干どのような、

この20年度、19年度等々を含め反省をし21年度

に生かしたのかお聞きをしたいと思います。商

工観光課長にお尋ねします。 

すので、その辺なんかも、農林課と、あと地場

産センターとか一体でいろいろ検討してまいり

たいと思います。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ありがとうございまし

た。以上で終わります。 

○町田義昭委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開

は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０２分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。  

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。  

＋ ＋

 20年度の予算につきましては、委員ご指摘の

とおりでございます。21年度の予算につきまし

ては、20年度の実績を基本的にベースといたし

まして、固めの数字を設定をしたというふうな

状況でございます。現在の景気状況等を勘案し

まして、伸び率を低目に設定をしたというふう

な状況でございます。 

○町田義昭委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 これより各会計予算の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第１号 平成２１年度長井市一 ○町田義昭委員長 ８番、安部 隆委員。 

 般会計予算についての質疑 ○８番 安部 隆委員 固めの中でこういう提示

をしたというふうなことですけども、この資料

ですと、16年度から20年度の入園料というふう

なことで16年度は1,800万円、17年度は1,400万

円、18年度は1,300万円、19年度がこのあやめ

公園入園料だけですと1,500万円、あやめ会館

使用料を含めますと1,700万円というふうなこ

とであったわけです。そして20年度もそうした

吟味をしながらやりましたけども、なかなか入

園料が上がらないというふうなことで、この

1,300万円の実績というふうなことになったと

思いますけども、そういう中で、今回21年度は

それに固くというようなことですけども、20％

程度上乗せをしたと、これが本当にできるのか

 

 

○町田義昭委員長 それでは、議案第１号 平成

21年度長井市一般会計予算の１件について、歳

入より順次質疑を行います。 

 まず、１款市税から12款使用料及び手数料に

ついて質疑を行います。一般会計予算事項別明

細書では、11ページから19ページまででありま

す。ご質疑ございませんか。 

 ８番、安部 隆委員。 

○８番 安部 隆委員 17ページですけども、観

光使用料について二、三お聞きしたいというふ

うに思います。 

―２９８― 
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